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第８章 そ の 他

１建築確認申請者に対する都市計画法に適合する旨の書面交付

（ 、 、 ）規則第60条 市規制規則第23条 15条

建築基準法は、いわゆる建築確認において、その計画が、都市計画法第２９条第１項若しくは第２項、第３

５条の２第１項、第４１条第２項、第４２条、第４３条第１項又は第５３条第１項の規定のすべてに適合してい

、 。 、 、 、ることも 確認を受けるべき内容としています そこで 建築基準法施行規則は 建築確認の申請に当たっては

、 、 （「 」 。）原則として その計画が 先の都市計画法の規定に適合していることを証する書面 適合証明書 といいます

を添付することとしています。

これを受け、都市計画法施行規則第６０条は、建築確認を受けようとする者は、開発許可権者に対し、適合

証明書の交付を求めることが出来るとしています。

したがって、開発許可権者は、その計画が都市計画法の規定に適合することを確認した場合は、適合証明書

を交付しなければなりません。

適合証明書の請求手続きや様式については、市規制規則第２３条に規定されています。

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付）

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条第一項（同法第八十八条第一項規則第六十条

又は第二項において準用する場合を含む ）又は第六条の二第一項（同法第八十八条第一項又は第。

二項において準用する場合を含む ）の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計。

画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二

条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都

道府県知事（指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、法第二十九条第一項

若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項

の事務が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項の規定に

より市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任さ

れている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする ）に求めることができる。。

（開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請）

省令第60条の規定により、法第29条、第37条又は第41条から第43条市規制規則第２３条

までの規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は

建築に関する証明書交付申請書 (様式第 28号 )を市長に提出しなければならない。こ

の場合において、第15条第 1項第 1号から第3号までに掲げる図書を添付しなければな

らない。

市規制規則第15条【略】

(1) 建築物を建築又は特定工作物を建設しようとする敷地の位置及び区域を表示す
る図面(縮尺2,500分の1以上)

(2) 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を示す図面(縮尺500分の1以上)
(3) 建築物又は特定工作物の平面図及び立面図
(4) 現況写真(2葉以上)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

第８章 その他



- 162 -

２ 不服申立て（法第50条、法第51条、法第52条）

この条文は、開発許可等の処分又はこれに係る不作為に関する不服申立ての規定です。開発許可等の処分等

に関する不服申立てについては、法第５０条から第５２条が、特別法として、行政不服審査法に優先して適用さ

れます。そのため、法第５０条第１項に掲げる事項に関する審査請求については、開発審査会に対し審査請求を

行います。

開発審査会で処理することとされている理由として、特に第三者による公正な判断が必要であること、専門

的な知識を必要とすること、迅速な処理を要すること等が挙げられます。

法第５０条第１項で規定する開発審査会に対する審査請求の対象となる事項は次表のとおりです。

該当条項 内 容

法第２９条第１項若しくは第２項 開発行為の許可 処分若しくは不作為（法令

法第３５条の２第１項 開発行為の変更の許可 に基づく申請に対し相当な

法第４１条第２項ただし書 形態制限を定めた場合の制限以外の建築許可 期間が過ぎても処分をしな

法第４２条第１項ただし書 予定建築物以外の建築等の許可 いこと）

法第４３条第１項 建築等の許可

法第８１条第１項 上記の規定に違反した者に対する監督処分

また、都市計画法第５０条第１項に掲げる処分又は不作為以外のものについては、開発審査会に審査請求を

することができず、行政不服審査法に基づき行うことになります。

（不服申立て）

第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし法第五十条

書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはこれに係

る不作為（行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）第二条第二項に規定する不作為をい

う ）又はこれらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に不服が。

ある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。

２ 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日

から二月以内に、裁決をしなければならない。

３ 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他

の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならな

い。

第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条第一項ただ法第五十一条

し書又は第四十三条第一項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業

又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること

ができる。この場合においては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

２ 行政不服審査法第十八条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をす

ることができる旨を教示した場合に準用する。

（審査請求と訴訟との関係）

第五十条第一項に規定する処分の取消しの訴え（前条第一項の規定により公害等調法第五十二条

整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く ）は、当該処分についての審。

査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第８章 その他
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３ 開発審査会（法第78条、令第43条）

本条は開発審査会の組織及び運営に関して定められた規定です。

（１）開発審査会の組織

開発審査会は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の

福祉に関して公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命した５人の委員によって構成されて

おり、伊勢崎市に置くこととされています。

（開発審査会）

第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に法第七十八条

属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。

２ 開発審査会は、委員五人又は七人をもつて組織する。

３ 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、

公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の

長が任命する。

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

の者

５ 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、

その委員を解任しなければならない。

６ 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その委員を解任することができる。

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

７ 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項に規

定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

８ 第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。

（開発審査会の組織及び運営に関する基準）

法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。令第四十三条

一 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。

二 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理す

るものとする。

、 （ 、 。 。）三 開発審査会は 会長 会長に事故があるときは その職務を代理する者 次号において同じ

のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。

四 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによるものとする。



- 164 -

第８章 その他

（２）開発審査会の権限

ア 審査請求に対する裁決

開発許可等の処分若しくはこれに係る不作為又はこれらに違反した者に対する監督処分に関する審査

請求に対する裁決を行います （法第 条）。 50

イ 市街化調整区域における次の開発許可に関する審議

市街化区域で行うことが困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進するおそれがないと認められる

もの （法第 条第 号、令第 条第 項第 号ﾎ）。 34 14 36 1 3

ウ 区画整理事業の審議

個人施行又は組合施行の土地区画整理事業の知事認可の際の審議（土地区画整理法第 条第 項及び9 2

第 条第 項）21 2
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４ 違反行為に対する罰則等（法第80条、法第81条、令第42条、規則第59条、規則第59条の2）

（報告、勧告、援助等）

国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又法第八十条

はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、指定都市等の長はこの法律

の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告

若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

２ 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又

は都市計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し専

門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

（監督処分等）

国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当す法第八十一条

る者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しく

は承認（都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ ）を取り消し、変。

更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行

為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件（以下この

条において「工作物等」という ）の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措。

置をとることを命ずることができる。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反し

た者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しく

は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反し

た工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む ）又は請負契約によらないで自らそ。

の工事をしている者若しくはした者

三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者

四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措

置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等

の長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

これを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき

旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都

市等の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなけ

ればならない。

３ 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、第一項の規定による命令をした場合にお

、 、 。いては 標識の設置その他国土交通省令で定める方法により その旨を公示しなければならない

４ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に

設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若

しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはな

らない。

（公告の方法等）

法第五十二条の三第一項（法第五十七条の四において準用する場合を含む 、第五令第四十二条 。）

十七条第一項、第六十条の二第二項、第六十六条又は第八十一条第二項の公告は、官報、公報そ
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（１）勧告、報告、援助等（法第 条）80

本条は、開発許可権者が、本法の規定による許可又は承認を受けた者に対し、必要な報告若しくは資料の

提出を求め、又は勧告若しくは助言をする権限について規定したものです。

本条の規定により報告若しくは資料の提出を求める相手方又は勧告若しくは助言をする相手方は、本法の

規定による許可又は承認を受けた者であり、それ以外の者は対象となりません。また、報告若しくは資料の

提出を求め得る事項又は勧告若しくは助言をする事項は、本法の施行のため必要な限度に限られます。

なお、本条の規定により報告又は資料の提出を求められ、それに応ぜす、又は虚偽の報告若しくは資料

の提出をした者は、法第９３条第２号の規定により処罰されることとなります。

（２）監督処分（法第 条）81

許可権者は、都市計画法による命令に従わない者、承認等処分に違反した者、違反の事実を知って違反物

、 、 、 、 、件を譲り受けたり 使用する権利を取得した者 不正な手段により許可等を得た者等に対して 許可 承認

確認の取り消し等を行い、工事その他の行為の停止、除却、移転等是正措置をとることを命ずることができ

ることになっています。

また、監督処分に係る物件について、監督処分が行われていることが公示されることになり、その方法は

標識の設置及び公報への掲示となります。

許可等を取り消す不利益処分をしようとするとき及び許可権者が相当と認めるときにおいては、行政手続

法（平成 年法第 号）第１３条の規定により聴聞を行い、その他の場合には弁明の機会を付与することに5 88

なります。

法律により直接命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行

しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが

著しく公益に反すると認められるとき、当該行政庁は代執行をすることができます。

の他所定の手段により行わなければならない。

２ 国土交通大臣、都道府県知事（法第五十五条第四項の規定により、法第五十七条第二項本文の規

定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者 、施行予定者又は施行者は、法）

第六十条の二第二項、第五十七条第一項、第五十二条の三第一項（法第五十七条の四において準用

する場合を含む ）又は第六十六条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、そ。

、 、の公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等 事業予定地

市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。

、 、 、３ 都道府県知事は 法第八十一条第二項の公告をしたときは 国土交通省令で定めるところにより

その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な

場所に掲示しなければならない。

法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲規則第五十九条

示は、その公告をした日から十日間しなければならない。

（公示の方法）

法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係規則第五十九条の二

るものにあつては官報への掲載、都道府県知事の命令に係るものにあつては当該都道府県の公報へ

の掲載とする。
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５ 申請手数料（伊勢崎市手数料条例）

開発許可申請等手数料

平成１３年５月１８日改正

区 分 開 発 区 域 自 己 居 住 用 自 己 業 務 用 そ の 他 法 第 ３ ５ 条 の ２

の 面 積 （ 変 更 許 可 ）

法 第 ２ ９ 条 未満 ８,６００ １３,０００ ８６,０００ ①設計変更（開発0.1 ha

第１項 以上 ２２,０００ ３０,０００ １３０,０００ 区域減を含む）0.1

0.3 左の金額の1/10又は 未満ha

第２項 以上 ４３,０００ ６５,０００ １９０,０００ ②敷地増0.3

0.6 敷地増加分に対（開発許可） 未満ha

0.6 応した左の金額と以上 ８６,０００ １２０,０００ ２６０,０００

1.0 同じha 未満

以上 １３０,０００ ２００,０００ ３９０,０００ ③その他の変更1.0

3.0 10,000円ha 未満

以上 １７０,０００ ２７０,０００ ５１０,０００ ④変更が①～③に3.0

未満 重複する場合6.0 ha

6.0 その合計金額以上 ２２０,０００ ３４０,０００ ６６０,０００

10.0 （ただし上限額ha 未満

10.0 870,000円）ha 以上 ３００,０００ ４８０,０００ ８７０,０００

法 第 ４ １ 条 第 ２ 項 た だ し 書 ４６,０００

（ 建 築 面 積 の 割 合 等 の 特 例 許 可 ）

法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 た だ し 書 ２６,０００

（ 開 発 許 可 を 受 け た 土 地 に お け る 建 築 許 可 ）

法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 敷 地 面 積

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可） 未満 ６,９００0.1 ha

以上 未満 １８,０００0.1 0.3 ha

以上 未満 ３９,０００0.3 0.6 ha

以上 未満 ６９,０００0.6 1.0 ha

以上 ９７,０００1.0 ha

法 第 ４ ５ 条 開 発 区 域 面 積 自 己 居 住 用 自 己 業 務 用 そ の 他

地位の承継承認 未満 １,７００ １,７００ １７,０００（ ） 1.0 ha

以上 １,７００ ２,７００ １７,０００1.0 ha

法 第 ４ ７ 条 第 ５ 項 ４７０

（ 開 発 登 録 簿 の 写 し 交 付 ）

※根拠：伊勢崎市手数料条例第２条、別表第２ （単位：円）
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平成 年 月 日現在６ 都市計画区域一覧表 22 4 1

都市計画 線引き 当初線引 都市計画 許認可権限の
区 域 名 区域範囲 市町村 経過
（※１） 区域範囲 年 月 日 （※２） (県からの委譲等)

前橋 （全域） （全域） 前橋市 事務委任S46. 3.31 S60.4.1~
大胡 （無） （全域） 大胡町、宮城村、粕 特例市H16.12.5 H13.4.1~
宮城 （無） （一部） 川村が、 富士見村が前 中核市H21.5.5 H21.4.1~
粕川 （無） （一部） 橋市へ編入合併 )

富士見 （無） （一部）
高崎 （全域） 高崎市 事務委任《 》下欄 参照 S57.4.1~
(旧高崎 ) （全域） （全域） ( 群馬町､新町､箕郷町､他 事務委任S46. 3.31 H18.1.23 S59.4.1~
(旧群馬 ) （全域） （全域） 村が 榛名町が 特例市S50. 7. 1 1 H18.10.1 H21.6.1 H13.4.1~、 、
(旧新町 ) （全域） （全域） 吉井町が高崎市へ編入合併)S52. 8.31
榛名 （無） （全域）
箕郷 （無） （全域）
吉井 （無） （全域）
桐生 （全域） （全域） 桐生市 事務委任S48.12.20 H 2.4.1~
新里 （無） （全域） ( 新里村､他 村が桐生市H17.6.13 1

へ編入合併 )
伊勢崎 （全域） 伊勢崎市 事務委任《 》下欄 参照 H 5.4.1~
(旧伊勢崎) （全域） （全域） ( 伊勢崎市､赤堀町､東村､ 特例市S46. 3.31 H17.1.1 H19.4.1~
(旧境 ) （全域） （全域） 境町が新設合併して伊勢崎市へ)S46. 3.31
赤堀 （無） （全域）
東 （無） （全域）
太田 （全域） （全域） 大泉町 県S46.12.25

（全域） 太田市 事務委任H 3.4.1~
( 太田市､尾島町､新田町､ 特例市H17.3.28 H19.4.1~

藪塚 （無） （全域） 藪塚本町が新設合併して太田市へ)
沼田 （無） （一部） 沼田市 県

館林 （全域） （全域） 館林市 事務委任S52. 8.31 H16.4.1~
（全域） 板倉町、明和町、千代田町、 県

邑楽町
渋川 （無） 渋川市 県

(旧渋川 ) （無） （全域） ( 渋川市､伊香保町､子持H18.2.20
(旧伊香保) （無） （全域） 村､北橘村､他 村が新設合併して2
(旧子持 ) （無） （一部） 渋川市へ)
(旧北橘 ) （無） （一部）

藤岡 （全域） （一部） 藤岡市 事務委任S62. 7. 1 H19.4.1~
鬼石 （無） （一部） ( 鬼石町が藤岡市へ編入合H18.1.1

併)
富岡 （無） （一部） 富岡市 県

安中 （無） 安中市 県
（無） （全域） ( 安中市､松井田町が新設(旧安中 ) H18.3.18

(旧松井田) （無） （一部） 合併して安中市へ)
榛東 （無） （全域） 榛東村 県

吉岡 （無） （全域） 吉岡町 県
下仁田 （無） （一部） 下仁田町 県
甘楽 （無） （一部） 甘楽町 県
中之条 （無） （一部） 中之条町 県

吾妻 （無） （一部） 東吾妻町 県
長野原 （無） （一部） 長野原町 県
草津 （無） （一部） 草津町 県
みなかみ （無） みなかみ町 県
(旧月夜野) （無） （一部） ( 月夜野町､水上町､他 村H17.10.1 1
(旧水上 ) （無） （一部） が新設合併してみなかみ町へ)
玉村 （全域） （全域） 玉村町 県H3. 3.15
みどり （無） みどり市 県
(旧笠懸 ) （無） （全域） ( 笠懸町､大間々町､他 村H18.3.27 1
(旧大間々) （無） （全域） が新設合併してみどり市へ)

（※１）都市計画区域毎に情報を整理しています。都市計画区域の指定の無い市町村の情報は掲載していません。
（※２ 「都市計画区域範囲」とは、市町村（ 以前）を単位とした都市計画区域の指定状況（範囲）を示して） H16.12.4

います。

第８章 その他
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７ 県庁・土木事務所一覧表

名 称 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

群 馬 県 庁 ３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１－１ （直通）

（建築住宅課） ０２７－２２６－３７０４

前 橋 土 木 事 務 所 ３７１－００５１ 前橋市上細井町２１４２－１ ０２７－２３４－４２２４

（建築係）

高 崎 土 木 事 務 所 ３７０－０８０５ 高崎市台町４－３ ０２７－３２２－４１８６

（建築係）

中之条土木事務所 ３７７－０４２４ 吾妻郡中之条町大字中之条町７０９－１ ０２７９－７５－３０４７

（建築係）

沼 田 土 木 事 務 所 ３７８－００３１ 沼田市薄根町４４１２ ０２７８－２４－５５１１

（建築係）

太 田 土 木 事 務 所 ３７３－００３３ 太田市西本町６０－２７ ０２７６－３２－２３４５

（建築係）

８ 群馬県内中核市・特例市一覧表

名 称 事務担当課 郵便番号 所在地 電話番号

前 橋 市 建築指導課 ３７１－８６０１ 前橋市大手町二丁目１２－１ （直通）

０２７－８９０－６７５８

高 崎 市 建築指導課 ３７０－８５０１ 高崎市高松町３５－１ （直通）

０２７－３２１－１２７１

伊 勢 崎 市 建築指導課 ３７２－８５０１ 伊勢崎市今泉町二丁目４１０ ０２７０－２４－５１１１

太 田 市 建築指導課 ３７３－８７１８ 太田市浜町２－３５ （直通）

０２７６－４７－１８３７

９ 群馬県内事務処理市一覧表

名 称 事務担当課 郵便番号 所在地 電話番号

桐 生 市 建築指導課 ３７６－８５０１ 桐生市織姫町１－１ ０２７７－４６－１１１１

内線６７４

館 林 市 都市計画課 ３７４－８５０１ 館林市城町１－１ ０２７６－７２－４１１１

内線４０９

藤 岡 市 都市計画課 ３７５－８６０１ 藤岡市中栗須３２７ ０２７４－２２－１２１１

内線２８２５


